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【 請 求 項 １ 】
　 プ ロ グ ラ ム に 含 ま れ る 映 像 信 号 及 び 音 声 信 号 が 複 数 の セ グ メ ン ト に 分 割 し て 記 録 さ れ る
と と も に 、 各 セ グ メ ン ト の 音 声 信 号 の 特 徴 か ら 重 要 度 レ ベ ル が 与 え ら れ 、 前 記 重 要 度 レ ベ
ル を 当 該 セ グ メ ン ト に 対 応 付 け ら れ た メ タ デ ー タ に 記 録 さ れ る 記 録 媒 体 の 映 像 及 び 音 声 を
再 生 す る 再 生 装 置 で あ っ て
　 記 重 要 度 レ ベ ル を す る 抽 出 手 段 と 、
　 前 記 重 要 度 レ ベ ル と し き い 値 と を 比 較 す る 比 較 手 段 と 、
　 前 記 比 較 手 段 に お け る 比 較 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 重 要 度 レ ベ ル が 前 記 し き い 値 よ り も 高
い セ グ メ ン ト を 検 索 す る 検 索 手 段 と 、
　 前 記 検 索 手 段 に よ り 検 索 さ れ た セ グ メ ン ト に 対 応 す る 映 像 お よ び 音 声 を 再 生 す る 再 生 手
段 と
を 備 え 、
　
　

　

、
前 出 力

前 記 抽 出 手 段 は 、
処 理 対 象 の 前 記 セ グ メ ン ト の 音 声 信 号 の 特 徴 に 基 づ い て 、 前 記 処 理 対 象 の セ グ メ ン ト に

第 １ の 重 要 度 を 与 え る 手 段 と 、
前 記 処 理 対 象 の セ グ メ ン ト を 含 み 時 間 的 に 連 続 す る 複 数 の セ グ メ ン ト を 選 択 す る 手 段 と



　

　

　
再 生 装 置 。

【 請 求 項 ２ 】
　
　

【 請 求 項 ３ 】
　
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　 、
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、
前 記 選 択 さ れ た 複 数 の セ グ メ ン ト に お け る 第 １ の 重 要 度 に 基 づ い て 、 前 記 処 理 対 象 の セ

グ メ ン ト に 第 ２ の 重 要 度 を 与 え る 手 段 と 、
前 記 第 ２ の 重 要 度 に 対 し 、 前 記 複 数 の セ グ メ ン ト に 含 ま れ る セ グ メ ン ト の 音 量 に 基 づ い

て 重 み 付 け さ れ た 第 ３ の 重 要 度 を 与 え る 手 段 と を 有 し 、
前 記 第 ３ の 重 要 度 を 前 記 処 理 対 象 の セ グ メ ン ト の 前 記 重 要 度 と し て 出 力 す る こ と

を 特 徴 と す る

前 記 第 ２ の 重 要 度 は 、
前 記 選 択 さ れ た 複 数 の セ グ メ ン ト に お け る 前 記 第 １ の 重 要 度 の 割 合 に 基 づ い て 与 え ら れ

る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 再 生 装 置 。

前 記 選 択 さ れ た 複 数 の セ グ メ ン ト の 期 間 は 、
所 定 の 時 間 的 な 長 さ を 有 し 、
前 記 処 理 対 象 と な る セ グ メ ン ト を 含 む よ う に 、 時 間 的 に 前 方 向 に 移 動 す る こ と

を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 再 生 装 置 。

前 記 第 １ の 重 要 度 は 、 複 数 の 音 声 分 類 か ら 該 当 す る １ つ の 音 声 分 類 に 分 類 す る こ と に よ
り 与 え ら れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 再 生 装 置 。

前 記 複 数 の 音 声 分 類 は 、 興 奮 音 声 と 分 類 さ れ る 音 声 分 類 を 含 む こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 再 生 装 置 。

前 記 再 生 さ れ る 映 像 は
前 記 重 要 度 レ ベ ル の 変 動 を 示 す 第 １ の 画 像 と 、 前 記 し き い 値 を 示 す 第 ２ の 画 像 と を 含 ん

で 構 成 さ れ る 画 像 を 含 む こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 再 生 装 置 。
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